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都市の開発と緑や農地の保全・創出、風の
道の確保をリンクさせる

◇どのようにリンクさせるか？

環境開発権取引きが目指すものは？

◇どのようにリンクさせるか？

・本来、郊外で開発されるであろう床を都心に移し、その対価を郊外の土地所有者に払う
・都心の土地所有者は郊外から移された床分についてこれまでの容積を超えて開発が出来る

○一般的な概念としてリンクさせる方法を考えた場合は以下の2つのケースがあると考えられる

CASE CASE 
１：１：

郊外 都心

対価

・郊外の土地所有者は払われた資金を用いて緑化を行い、開発は行わない
１：１：

高度利用
緑の創
出・保全
など

床（本来郊外で開発されるハズのもの）

・都心の土地所有者は開発を行うために 郊外での緑の創出や保全に関して資金を拠出するCASECASE

対価

・都心の土地所有者は開発を行うために、郊外での緑の創出や保全に関して資金を拠出する
・それにより、開発の実施が可能となる（ミティゲーション的）
・郊外の土地所有者は払われた資金を用いて緑化を行い、開発は行わない

CASE CASE 
２：２：

郊外 都心

開発の実施
緑の創
出・保全
など



論点１：具体的には何を取引きするのか（対価にはどのように値段を付けるのか）
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・前項に示したような取引きを行うにあたって、具体的には何を持って関連付けるのかを整理することが必要であ
ると考える。これが都心の土地所有者が得られる価値となる

①CO2排出権①CO2排出権

②床

・郊外で開発を行い、そこで発生したであろう、CO2を想定し、それに値段を付ける

ボ ナス分に必要な床の価格によ て値段を付ける

CO2本位制

マ ケット創出

③緑

・ボーナス分に必要な床の価格によって値段を付ける

・郊外で緑化を行うにあたって必要な資金によって値段を付ける

マーケット創出

寄付的行為

⑤開発を行う権利

④開発利益

規制・開発によって生み出されるであろう利益を想定し、その一定割合を徴収

⑤開発を行う権利

・開発を行うにあたってのミティゲーションとして 規制

・上記のパターンを議論する事は、環境開発権取引きにどのような性格を持たせるのかということになる
・②のような事であれば、都市開発の新たなマーケットを創出するという方向性であり、③であれば、CSR的な方向
性が強調される。④、⑤であれば非常に規制的な側面を持たせることとなる。①はCO2の排出抑制に関してどこま
で強制力を持たせるのかによって選択するかどうか変わってくる



論点２：取引きするためには何が必要か
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・具体的な取引きを行う上で必要な物について整理する

①都市全体の目標と管理

②ゾーニング（送る側と受ける側の設定）

・どれ位、取引きを行わなくてはいけないかについては、都市というバウンダリーでどのような目標が
あるのかと言う事に依存する都市全体でのCO2削減目標などを置きながら、取引きを行う事が必要

③送る側で開発を制限する規制

・都市全体の観点から何処で受ける事が出来て、何処で送ることが出来るかを明確にする事が必要

・また、このゾーニングをどのように担保するかを決める事が必要（既存の都市計画制度との連携な
ど）

③ 限 規

④受ける側で開発する条件設定

・権利を送った側では開発を行わず、緑化を確実に行うことを担保する規制が必要

受ける側ではどれ位の権利を取得できるのか 高度利用する場合の環境対策の程度など開発に関

⑤取引きを仲介する機能

・受ける側ではどれ位の権利を取得できるのか、高度利用する場合の環境対策の程度など開発に関
する条件を決めて行くことが必要

取引きが成立するように 送る側と受ける側をお見合いさせる機能や 権利がプ ル出来るバンク・取引きが成立するように、送る側と受ける側をお見合いさせる機能や、権利がプール出来るバンク
機能などが必要
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３－２．開発権移転制度について

（１） 開発権移転とは

都市の成長管理制度のひとつ。

開発権移転とは

農地・森林・環境保護区域・歴史的保全区域を開発から守るため、保全区域の開発権を開発誘導区域に販売することにより、開発保護区域の保
全と開発誘導区域の開発を一挙に行なう制度である。
これにより、郊外の自然環境保全と中心市街地の活性化、都心居住の促進を同時に実現可能となる。

開発権移転制度の導入経緯

＜制度導入の効果＞
・スプロール化の緩和
・農地、郊外の森林地の保全
・インフラのコスト削減
・コミュニティサービスのコスト削減
環境 歴史的景観の保全

急激な人口増加 住宅開発拡大に伴う郊外の森林、
農地の減少、生活環境の破壊 、
歴史的景観の破壊

無秩序な開発や都市拡大を
抑えるため、「成長管理法」を
制定し、開発総量を規制

・環境、歴史的景観の保全
・仕事（農業、森林業等）の確保
・気候変動への影響緩和
・スプロール化に伴う環境的影響緩和

開発権移転の歴史

年号 概要

1968年 初めてグランド・セントラル・ステーション(NY)の保全のために、開発権移転プログラムが導入された。年 初めてグランド セントラル テ ション( )の保全のために、開発権移転プ グラ が導入された。

1970年以降 多くの州が都市の成長を効率的に管理するため、成長管理法を制定。

1985年 ワシントン州シアトル市で開発権移転制度を導入。現在では、14の開発権移転プログラムが制定されており、キング郡のプロ
グラムは も広大な土地を保全している。

現在 現在、33州において、180を越える開発権移転プログラムが採択されている。
開発権移転は、農業用地保全や環境保護だけではなく、住宅供給の充足、歴史的地区の保全、流域保護等を目的としており、
従来のゾーニング規制を補助するものとして使用されている。

(出展）Transfer of Development Rights in Washington State: Overview, Benefits, and Challenges(2008)より作成
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（２） 開発権移転の仕組み
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開発権移転の基本 要素開発権移転の基本8要素

①目標設定 各コミュニティの状況に応じた目標を設定 ⑤取引のメカニズム 取引コスト削減のため、TDR Bankを設立

②送り手区域 マスタープラント合わせ、送り手区域を指定 ⑥開発ボーナス 受けて区域の開発者は助成金等を受領

開発権移転の流れ

③受け手区域 マスタープラント合わせ、受け手区域を指定 ⑦保全目的の地役権 開発権販売者は地役権を受領する

④割当量と交換レート TDRの価値は割当量と交換レートで決定 ⑧プログラムの管理 TDRプログラムを随時更新する必要あり

④割 量と交換 決定
州・郡・市

①マスタープランと整合性を合わせ、送り手区域と受けて区域を指定

を永続的 開発を誘導 た 域

開発権移転の流れ
④割当量と交換レートの決定

⑧プログラムの管理

州 郡 市

②送り手区域 ③受け手区域

・開発から土地を永続的に
保全したい区域（農地・森林・
歴史的保全地域・環境保護区域）

・開発を誘導したい区域
・中心市街地の高密度化を

図りたい区域

②送り手区域 ③受け手区域

建築物規制（容積率、高さ規制）
を超えた建築物を建設したい

送り手区域の土地所有者は
開発権を保持

②開発権

⑤ TDR BANK

購入

直接取引き

建築物規制を超過する分の
開発権を購入したい

開発権を販売したい

・開発権販売者は地役権を受領 開発権

販売 購入

開発権

・開発権販売者は地役権を受領
・開発権を販売した送り手区域は

永続的に保全可能となる

建築物規制（容積率、高さ規制）
を超えた建築物を建設可能

⑦地役権
開発権

⑥開発ボーナス

(出展）Transfer of Development Rights in Washington State: Overview, Benefits, and Challenges(2008)より作成
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ワシントン州 開発権移転プログラムメカニズム
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評価基準
・参加しやすさ
・コストパフォーマンスと管理のしやすさ
・政策を導入する際の効率性
・政治的実現性

異なるメカニズムのパフォーマンスと利点を
比較するために、四つの評価基準を提示。

評価基準

コミュニティ 取引 経済効果を高めるために

①個人の買い手と売り手間の個人市場取引
②公共機関により支援された個人市場取引
③開発権移転仲買システム

取引
メカニズム

コミュニティ、取引、経済効果を高めるために
6つの取引メカニズムを用意。

③開発権移転仲買システム
（適合する売手と買手を対応させ、取引を促進する

④TDR BANK
⑤民間投資企業
⑥開発権移転の代替としてのデンシティー・フィー

①個人の買い手と売り手間の個人市場取引
・土地所有者が開発権またはクレジットを買い手に直接販売する場合に発生。売買の条件、価格は市場の状況によって変更する。

②公共機関により支援された個人市場取引
・個人市場取引は公共機関により支援される。
政府機関は 開発権の売却希望者と開発権購入希望の公共登録を行うことが可能・政府機関は、開発権の売却希望者と開発権購入希望の公共登録を行うことが可能。

・政府機関、民営機関はプログラムに関する取引データ（取引日、取引量、保全地区、価格等）を発行することが可能。
・政府機関は、参加者にプログラムの状況や情報を告知することが可能。
・コミュニティにおける開発権移転の実行可能性の調査を行うための補助金を交付する。

・政府機関は市場に干渉することで個人市場取引を促進可能。
③開発権移転仲買システム③

・プログラムの中心は個人間取引だが、開発権移転取引の促進のため、開発権移転仲買システムを組み込むこむ。
④TDR BANK

・TDR BANKは開発権の売買、保持のために設立された。政府機関と私企業どちらかによって管理される。
⑤民間投資企業

・仕組みは TDR BANKと同様である。民間に所持され管理される。
⑥開発権移転の代替としてのデンシティー・フィー

(出展）Alternative Transfer of Development Rights (TDR) Transaction Mechanisms(2008)より作成

⑥開発権移転の代替としてのデンシティー・フィー
デンシティー・フィーは土地の保全をする為に、開発権移転を代替するものメカニズムである。



３．地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討

（３） 開発権移転の特徴・成功・阻害要因
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開発権移転の特徴開発権移転の特徴

①自発性
ゾーニング制度に従うことにより開発を行うことができる。しかし、建築物規制を超過する開発は、開発権を購入する必要がある。

②市場本位性
開発権移転は不動産所有者が開発権利を売り買いできる市場を創出する。個々の不動産所有者は自由に開発権利の価格を交渉できる。

③③柔軟性
開発権移転プログラムはそれぞれのコミュニティのニーズ（環境保全、歴史保全、環境インフラ等）に合わせてデザインされる。

① 適切な受 手地 開発権移転先 地域 お 十分 解され るかが重 ある

開発権移転の阻害要因

①不適切な受け手地区 開発権移転先の地域において、十分に理解されているかが重要である。

②高密化に耐え得るイン
フラス、設備の不足

開発権移転先の地域が高密度化した際に、その高密度化に耐え得るインフラや公共施設が

不足しており、都市機能が機能しないことがある。

③開発に対する需要不足 TDRは市場取引メカニズムに任せているため、開発に対する需要が不足している場合失敗する。

④販売者・購入者間の

財務不均衡

販売者と購入者のインセンティブが異なる為、取引価格によって市場が成立しない場合がある。

両者のインセンティブの設定が重要となる。

⑤プログラムのリーダーシ
ッ プと取引支援の欠如

開発権移転プログラムは、市場取引に任せておくだけでは上手く機能しない。従って、プログラムを
先導するリーダーと取引を支援する仕組みが必要である。

開発権移転の成功要因

①ゾーニングの適合性の確保 ゾーニングや開発規制は、開発者や土地所有者の参加メリットに影響を及ぼす。従って、ゾーニングの適合性
は、開発権移転プログラムの成功に も影響力を及ぼす。

②開発権移転プログラムを微調 発権移転の取引の均衡を効果的に測定し 活発な市場を創出するための適切な割り当てと交換レートをデザ②開発権移転プログラムを微調

整するための市場研究支援

発権移転の取引の均衡を効果的に測定し、活発な市場を創出するための適切な割り当てと交換レ トをデザ
インするために決定的に重要である。

③開発権移転取引の促進 TDR BANKにより、開発権売買のトランザクションコストが削減された。

TDRの設置は、開発権の購買に適した経済サイクルを支援するものである。

④地域参加の実現のため 大規模な開発権移転は ワシントン州の市町村の積極的な参加無くしては実現できないため④地域参加の実現のため

アメとムチを考える

大規模な開発権移転は、ワシントン州の市町村の積極的な参加無くしては実現できないため、

参加へのインセンティブを設計する必要がある。

⑤成長管理の目標との整合性 開発権移転は州の成長管理の目標に沿い、成長管理目標を支援するように設計されるべ きである。

(出展）Transfer of Development Rights in Washington State: Overview, Benefits, and Challenges(2008)より作成
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キング郡 開発権移転プログラムの概要
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プログラム概要プログラム概要

目標：郊外や農地・森林地区へと拡大している開発を抑制し、都心部への開発に集中させる。

特徴：開発者・土地使用者の参加の動機は、自由市場原理・価格に基づくものとする。

ププログラム起源：
Comp Plan（1992～1994) 以下の課題解決のために導入。
・ 都市の成長管理、環境保全、郊外開発抑制などの問題解決
・郊外開発を単純に規制するのではなく、政府の関与なしに自動的な不公平の是正

適切な送り手区域（ゾーニングにより判別）：適切な送り手区域（ゾ ングにより判別）：
・‘RA’（Rural 地－郊外）
・‘A’（Agriculture－農地）
・‘F’（Forest－森林）
・‘R-1’（Greenbelt／Urban Separator－グリーンベルト、分離帯）
割当量：
送り手区域の土地所有者は 保護地役権のある土地において 20234㎡につき1TDRを割り当てられる・送り手区域の土地所有者は、保護地役権のある土地において、20234㎡につき1TDRを割り当てられる。

・土地所有者は将来の開発権を保持することができる。
・R-1区域の土地所有者は、4046.86㎡につき4TDRを割り当てられる。

適切な受け手区域：
・都市成長地域内を受け手区域としなければならない・都市成長地域内を受け手区域としなければならない。
・“R4”―“R48”
・1TDR＝2Dwelling Unitsを追加可能
・開発権移転による密度超過の許可
開発者は開発権移転を購買することによって50％まで基本密度を超過することが可能。
（ex: 0.00148Dwelling Units/㎡ ⇒0.00222Dwelling Units/㎡）

開発権移転の個人取引の統計：
・現在のTDR価格＝$15,000～$26,000/TDR
・2007年10月の個人取引額=$17,500、 2007年10月の個人取引額=$26,500 (そのうち約700$がキング郡のTDR個人取引市場での取引）
・開発権移転の売買（2004～2007年）は、平均10件/年、平均108TDR/年
個人開発権移転取引により約 ㎡を保全（ の取引を含めると約 ㎡ カ の土地を保全）・個人開発権移転取引により約8.09k㎡を保全（TDR BANKの取引を含めると約4.05㎡エーカーの土地を保全）

・取引（販売、購入）平均数＝3TDR（建築物密度を少し高めるための購入が多い）
・計520の開発権移転クレジットが個人土地所有者に割り当てられ、 計475の開発権移転クレジットが売買された。そのうち、買戻しは301TDR。
・ 近のTDR供給量＝219TDR （個人取引） 、1075TDR（TDR BANK）

(出展）King County Transfer of Development Rights Program(2008)より作成
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キング郡 開発権移転プログラムメカニズム

キング郡の役割（ファシリテ タ と仲介者）キング郡 キング郡の役割（ファシリテーターと仲介者）
・個人取引の監督
・全開発権移転の価格を追跡記録
・情報交換所としての役割（土地所有者の知識を深める、開発者の支援をする、市場情報を提供、更新リストを提供）
・市場を作る役割（売り手と買い手をつなぎ合わせる）

キング郡

キング郡
TDR BANK

キング郡 TDR BANKの概要

設立 コンサヴェイション・フューチャーの税収($150万)で設立

役割 ・TDRの購入 ・TDRの保持 ・TDRの販売 ・市場の安定化
・郡と市とのパートナーシップ ・公的機関と民間機関とのパートナーシップ機関 民 機関
・開発者が市場取引において開発権販売者を見つけることが困難な場合

(取引量が少ないまたは多い)に、TDR BANKが開発権取引を推進させる

購入TDR 合計：1,124 TDR（内、森林を36.42174k㎡以上購入）

売買平均開発権価格：$26,500

保持TDR 1,075TDR

販売TDR 49TDR（2007年に18TDR=$396,000で販売）

・販売範囲は、80,937㎡～40,468,600 ㎡以上

運用管理費 $100,000/年

取引割合 キング郡のTDR取引の内、2％弱をTDR BANKが取り扱っている。これは、保護区域の約98％に相当する。

都市創造 郡のパートナーシップ(アメニティファンド、レバレッジ公的基金)

売買実績 ・約36.42174k㎡の森林用地の開発権を購入

・2006年に31郊外TDR($930,000)を販売。開発権は、シアトル・ダウン

タウンのオリーブ8の開発ボーナスに使用。

・シアトルのテリー・アヴェニュー 18TDRを販売($396,000)。

成功要因 ・取引関係者の多様性

送り手は、開発権を売る土地の規模が20エーカーから1万エーカー以上と

多岐 渡る 受け手も購入開発権 規模は様 ある デベ パ は多岐に渡る。受け手も購入開発権の規模は様々である。デベロッパーは、

開発地の密度をあげるためには小規模の開発 権、大規模な住宅コミュニティ

を建設するためには、大規模な 開発権を購入する。

(出展）King County Transfer of Development Rights Program(2008)より作成
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事例1： キング郡シアトル市 オリーブ8

1816  8番通り並木道

開発者 R.C. Hedreen

設計者 Mulvanny G

建築物 ホテル／コンドミニアム

・39フロアー

・349ルームハイアット、17フロアー

・230コンドミニアム、22フロアー

・シアトル 大のグリーン・ルーフ

建築物コスト ＄162百万

TDR購入実績 31の開発権移転（TDR）を購入（2006年）購入実績 の開発権移転（ ）を購入（ 年）

購入面積：5 759.8 ㎡

TDR単価：$30,000

1TDR当たりの購入面積：185.8 ㎡

1㎡あたりの面積単価：約161$

(出展）King County Transfer of Development Rights (2008/10/13)より作成
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３－３．日本における容積率移転

（１） 特例容積率適用地区制度

特例容積率適用地区制度

・行政が定める区域内で、高度利用を図るべきと認められる区域を都市計画で定め、当該区域を全体として捉えて未利用容積を別の敷地の容積
に上乗せして有効活用を図る制度。

・この制度は2000年の都市計画法および建築基準法の改正 （2001年５月施行） により創設された 「特例容積率適用 “区域” 」 が、2004年の改正
（2005年６月施行） で拡充され 「特例容積率適用 “地区” 」 となった

（１） 特例容積率適用地区制度

（2005年６月施行） で拡充され 「特例容積率適用 地区 」 となった。
〈目的〉

・市街地の防災機能の確保等のため、火災の際の延焼防止等の機能を有する屋敷林や市民緑地等の未利用容積を移転することにより、これらの
防災空間を確保しつつ、建築物の共同化や老朽マンションの建て替え等を円滑に進め、区域全体の高度利用を図ることを目的とする。

〈特例容積率適用地区制度の適用の条件〉
（１）適用対象
・「特例容積率適用区域」 のときには商業地域のみだったのに対し、 「特例容積率適用地区」 では第一種・第二種低層住居専用地域および工業

専用地域を除く、９つの用途地域内で定めることができるようになった。
・街区を越えた複数の建物に容積を移転できるのが、「特例容積率適用地域」に指定された同じ地区内で認められるもの。また、道路や線路敷、公

共公園は特例敷地にならない。

・道路、鉄道、下水道等の基盤施設が十分に整備されている
・区域全体の高度利用を図るため 未利用の容積率の活用を図る必要があること区域全体の高度利用を図るため、未利用の容積率の活用を図る必要があること

特
例

の
指
定

高容積の敷地
高度利用を図ることが望
ましい土地であること

〈特例容積率適用地区制度の考え方〉 〈容積率移転のイメージ〉

容
積
率

定

低容積の敷地
都心において低容積の土
地利用が望ましい

・敷地AとBｈ指定された特例容積率の限度内で建築を
行う

【2つの敷地間で定めることが可能】

行う。

・前面道路復員による容積率の限度や、道路斜線等は
従来通りの制限を受ける。

・AとBの容積率の余
剰分をCに集約

・ Cの容積率の余剰分を A
とBに分けて移転
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「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用区域(2002年)」指定
東京とは、東京駅周辺地区の都市開発・整備・保全を誘導し制御するため、大手町・丸の内・有楽町地区（116.7ha）を
「特例容積率適用区域」及び「地区計画地区」を都市計画として指定。

事例：東京駅容積率移転

この区域内では一定の制限（容積率や高さの上限等）の下、東京都の許認可により、各建築敷地間で容積率の移転が可能となった。

東京駅丸の内側の赤レンガ駅舎（1914年建設、1947年修復）の復原的保全

開発者 JR東日本開発者 JR東日本

空中権（未利用容積率）の
販売

東京駅の余剰容積率を販売

容積移転先 ・丸の内側東京ビルディング・新丸ビル・丸の内パークビル：3万7,000 ㎡

・八重洲側の南北グラントウキョウビル等の各超高層ビル：2万1 600 ㎡・八重洲側の南北グラントウキョウビル等の各超高層ビル：2万1,600 ㎡

目的 ・歴史的建造物である丸の内駅舎の保存・復元を図る。
・東京駅周辺の土地の高度利用を促進する。
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（２） 地区整備計画等の特色となる特例等の種別

13

都市計画法及び建築基準法上 以下に示す地区整備計画に いては 容積率の制限等の特例を設け 特色のある地区形成を誘導す

誘導容積型地区計画（法第12条の6）

〈目的〉

・都市計画法及び建築基準法上、以下に示す地区整備計画については、容積率の制限等の特例を設け、特色のある地区形成を誘導す
る等の措置を講じている。

【地区計画の区域】 指定容積率

〈目的〉
○公共施設の整備と土地の有効利用
○市街地が外延的に拡大するという都市構造上の問題への対応
〈概要〉

・地区整備計画において、公共施設が未整備な段階の容積率（暫定容積率）
と公共施設整備後の容積率（目標容積率）の２つを定め明示することで、土
地の有効高度利用を誘導する

建築
確認

地区施設の決定

暫定容積率

目標容積率

地の有効高度利用を誘導する。
〈適用例〉

①老朽化した木造共同住宅が密集する等居住環境が不良な住宅市街地にお
いて、公共施設の整備、建替えの誘導、合理的な土地利用の促進を図る必
要がある場合。

②計画的宅地化を推進している市街化区域の農地地域や新しく市街地開発

公共施設が未整備

認定

地区施設の決定

を図るべき区域において、公共施設を整備し良好な市街地形成を図る必要
がある場合。

公共施設が整備

容積適正配分型地区計画（法第12条の7）

〈目的〉

○地区特性に適した容積規制の詳細化
○良好な市街地環境の形成と合理的な土地利用
〈概要〉〈概要〉

・用途地域で指定された容積の範囲内で、地区計画区域内において容積を配
分し、土地の合理的な利用を促進しつつ、良好な環境の形成や保護を図る。

〈適用例〉

①土地の有効利用を図る上で、特定区域の容積率を高めることにより合理的
な土地利用を図り、容積の適正配分により公共施設の整備を促進すること

指定容積率

地区計画で
定めた容積率

な土地利用を図り、容積の適正配分により公共施設の整備を促進すること
が必 要な場合。

②土地利用上一体性のある地域において、住宅供給・公共施設の整備のた
め 土地の高度利用を図るべき区域、伝統建築物・町並み・景観の保存や
形成のため、低い容積率を適用すべき区域がある場合。

出典：（社）全国市街地再開発協会 /住宅情報提供協議会 HP
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高度利用容積型地区計画（法12条の8）

〈目的〉〈目的〉
○建築物の敷地等の統合促進、小規模建築物建設の規制
○用途地域内の土地高度利用、都市機能の更新
〈概要〉
・適正な配置や規模の公共施設を備えた土地の区域において、建物容積率・ 建

ぺい率・建築面積を制限し、建築物敷地内に有効な空地を確保することにより、
用途地域内 土地 高度利用と都市機能 更新を図る 以下の項目の程度に応じた

容積率の割増等

歩道状空地の確保

用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図る。
〈適用例〉
①必要な商業用地・業務用地・住宅用地として土地の高度利用を図る区域であり、

既存建築物の容積率が都市計画の容積率よりも著しく低い場合。
②土地利用の細分化により土地利用状況が不健全であり、都市環境の改善、災

害防止のため土地の高度利用を図るべき区域。 ・歩道状空地の確保
・建蔽率の 高限度
・建築面積の 低限度

害防 のため 地の高度利用を図る き区域。
③高水準の都市基盤施設が整備されており、高次の都市機能が集積してい るに

も拘わらず、建築物の老朽化が進行し、建築物の建替えにより都市機能の更新
を誘導する区域。

④高齢化社会に対応し、誰もが円滑に利用できるような施設を整備するべき区域
にあり、建築物の建替えにより都市機能の更新を誘導する区域。

地区計画区域

住宅の割合に
応じた容積率の

用途別容積型地区計画（法第12条の9）
目的
○地区の特性に応じた合理的な土地利用の促進
○住宅立地を誘導し、適正な用途配分の実現 応じた容積率の

特例の例

全ての住宅の
建築物

容積率 600%

○住宅立地を誘導し、適正な用途配分の実現
概要
・地区の特性に応じた合理的な土地利用促進のため、住商併存地域におけ
る容積率を合理化し緩和することにより、住宅立地を誘導し、適切な用途配
分を実現する。
適用例
①都心部/周辺部の住商併存地域において 住宅 人口が減少している区

住宅が6割、非住
宅が4割の建物物

容積率 500%

非住宅の建物物

①都心部/周辺部の住商併存地域において、住宅・人口が減少している区
域において、地域のコミュニティ安定化、市街地環境の保全、公共施設
有効活用の為、土地利用用途を設けず住宅を誘導する必要がある場合。

②住商併存地域において、建築物の建替えに合わせ、用途の適正配分・都
市機能の維持の為、住宅立地の誘導を図る必要がある場合。

③相当規模の住宅開発事業・土地区画整理事業により基盤整備が行われ

：住宅部分

ベースの用途地域 非住宅の建物物
容積率 400%

例えば
指定用途地域 商業地域

容積率 400%

る場合、または実施された区域について住宅の確保と併せ土地の高度
利用を図る必要がある場合。

④不良木造住宅が密集している住宅市街地において、住環境の向上と良質
な住宅供給を促進するため、土地の高度利用を図る必要がある場合。

出典：（社）全国市街地再開発協会 /住宅情報提供協議会 HP
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街並み誘導型地区計画（（法第12条の10）

目的目的
○地区の特性に応じた統一的な街並みの誘導
○土地の合理的・健全な有効活用の推進、良好な環境の形成
概要
・地区の特性に応じた建築物の規制、工作物設置制限などを定め、建築物形態規制の緩和により統一的な街並みを誘導し、適切な幅員道路の確保により、土
地の合理的で健全な有効利用の促進及び良好な環境の形成を図る。
適用例
①都心部・周辺部の建築物更新が停滞している地域において、地域コミュニティの安定化、市街地環境の確保、公共施設の有効活用のため建築物用途規制を
定め、土地の合理的な有効利用を促進する必要がある場合。
②木造住宅の密集住宅市街地において、居住環境の向上を図り、良質な住宅の供給促進のため、土地の合理的な有効利用を図る必要がある場合。
③商店街の建築物建替えが進んでいる地域において、土地の有効活用を促進し、機能的で魅力的な商店街の形成を誘導する必要がある場合。
④住工混在の既成市街地において、地場産業の利便性維持・向上、住居環境の向上を併せて図る必要がある場合。④住工混在の既成市街地において、地場産業の利便性維持 向上、住居環境の向上を併せて図る必要がある場合。
⑤相当の土地利用転換が行われる地域において、街区単位で背割線に沿って中庭的な空間を確保しつつ良好な住宅市街地整備を行う必要がある場合。

通常の規制による市街地イメージ 街並み誘導型地区計画による市街地イメージ

高さの制限

セットバック

•容積率制限の緩和
•斜線制限の緩和

•高さの制限
•セットバック等を定める

出典：（社）全国市街地再開発協会 /住宅情報提供協議会 HP


